
 

 

 

令和３年広島県議会９月定例会提案見込事項 

 

１ 提案見込事項 

  180 条専決処分報告（１件） 

 

２ 概要 

(1)  内容 

令和３年３月９日広島市安佐北区倉掛二丁目で広島特別支援学校職員の行為によって

発生した車両損傷事故について，損害賠償の額を定めるため，地方自治法第 180 条第１

項の規定により専決処分をした。 

 

(2)  損害賠償額 

135,047 円 

 

(3)  専決処分年月日 

   令和３年８月 11 日 

 

令和３年９月 22 日 
課 名 教育委員会事務局総務課 
担当者 課長 江原 
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